
経費支出手続の不備 

監査（検査）実施年月日（令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
中央図書館 

 
 大阪府立中央図書館国際児童文学館の寄贈資料受付業務について、契約書では、
受注者からの請求を受理した日から30日以内に契約金額を受注者に支払わなけれ
ばならないとされているが、支出命令伺い決裁後において、支出審査を怠っていた
ことから支払が遅延していた。 
 
 契約名称 大阪府立中央図書館国際児童文学館の寄贈資料受付業務 
  １ 場 所 大阪府立中央図書館 

２ 契 約 期 間 令和２年４月１日から令和３年３月31日まで 
３ 契 約 金 額 1,609,000円 
４ 完 了 日 令和３年３月31日 
５ 検 査 日 令和３年３月31日 
６ 請求書日付 令和３年３月31日 
７ 支出命令伺書の起案日 令和３年４月２日（決裁日：令和３年４月３日） 
８  支 払 日  令和３年５月７日 

 
 

 
 検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止
に向け必要な措置を講じられたい。 
  

【大阪府立中央図書館国際児童文学館の寄贈資料受付業務の契約書】 
（契約金額の支払） 
第14条 受注者は前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、
発注者に契約金額の支払を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による受注者からの請求を受理した日から30日
以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。 



 

 

 

時間外等勤務実績の登録・確認の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和４年１月21日から令和４年２月28日まで） 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
吹田高等学校 

 
職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の

入力を行い、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れ
がないか確認しなければならないが、ともに当該行為を怠ったため、時間外勤務手当が支給
されていないものが４件あった。 
 

職員 事実発生時期 延べ件数 

Ａ 令和２年２月 ３件 

Ａ 令和２年３月 １件 

 

 
検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、職員に対し、時

間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績を入力するよう周知
徹底し、直接監督責任者による確認を徹底することなどを通じ、適切な服務
管理を行われたい。 



 

 

 

資産と費用の区分誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 

 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
金剛高等学校 

 
ＧＩＧＡスクール構想に係るＬＡＮ工事について、資産として公有財産台帳に登載

する必要があるが、資産ではなく費用として処理した結果、公有財産台帳に登載され
ておらず、財務諸表上の費用が過大に、固定資産が過少となっていた。 
 
工事完了日：令和３年３月25日（検査日：令和３年３月25日） 

工事名称 金額 

ＧＩＧＡスクール構想に係るＬＡＮ工事 1,601,600円 

 
 
 

 
検出事項について、速やかに公有財産台帳に登載するとともに、大阪府公有財

産台帳等処理要領に基づき、適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（台帳の取得登録） 

第４条 財産を取得した場合は、システムを用いて取得登録を行うものとす

る。なお、登録を行う際の取得事由は、別表２「異動理由表」のとおりとす

る。 

２ 取得した財産については、次の各号に掲げる日を取得年月日及び異動年

月日とする。 

(1)財産の買入れ、交換等による所有権の取得については、その所有権の取

得の日。 

(2)建物等の新築等は、工事完了による引渡しの日。なお、土地を除くイン
フラ資産は供用開始日。 

 
（台帳価格） 
第12条 台帳に登録する取得価額（一円に満たない場合は一円とする。）は、
次の各号によるものとする。 
(1)当該財産の取得原価とする。なお、取得原価は、別表４「固定資産計上

基準表」のとおりとする。 
 
「別表４ 固定資産計上基準表」 

（固定資産計上の基本方針） 
１．取得時点での取引価格（購入代価等）だけではなく、その財産を取得する

ために要した付随的支出（詳細設計費など）も含めて資産として計上する。 



 

 

 

 

建設仮勘定の精算事務の不備 

監査（検査）実施年月日（令和－年－月－日、事務局：令和３年 11月１日から令和４年１月 31日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
西成高等学校 
 
 

 
 令和２年度の財務諸表（貸借対照表）において、建設仮勘定に計上されている下記
の内容を確認したところ、工事が完了し、供用が開始されているにもかかわらず、建
設仮勘定に計上されたままとなっていた。 
 

年度 契約件名 契約金額 未精算額 

平成30年度 管理棟４階廊下 手摺取付工事 662,040円 662,040円 

  
 

 
 当該建設仮勘定の金額については、精算等の処理を速やかに実施されたい。 
 また、建設仮勘定の精算処理等について正しく理解し、適正な事務処理を行われた
い。 
 

【大阪府財務諸表作成基準】 

（固定資産の分類及び計上） 

第15条 固定資産の計上は次のとおりとする。 

(7) 建設仮勘定 

   行政活動の用に供する固定資産を取得する場合における支出及びその付随的支出を、

資産が完成するまでの間、一時的に計上する。 

 

【建設仮勘定取扱要領】 

第４条 建設仮勘定は、公有財産要領第４条及び第５条に規定する取得年月日又は異動年月

日をもって精算しなければならない。 

２ 前項に規定する精算と併せて、本資産勘定の額と同額の財産を公有財産台帳に登録しな

ければならない。 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（台帳の異動登録） 

第５条 

２ 異動した財産については、次の各号に掲げる日を異動年月日とする。また、第１号（府

以外からの取得の場合に限る。）及び第３号の場合においては、併せて取得年月日を登

録する。 

(3)建物等の増改築等は、工事完了による引渡しの日。なお、土地を除くインフラ資産の増

改築等は、供用開始日。 

 

 



 

 

 

契約手続及び履行確認の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
桃谷高等学校 

 
契約の履行完了に伴う検査（履行確認）は、予め決裁により指定された職員が行わなければ

ならないが、下記の業務委託契約及び工事請負契約における検査については、検査員として指
定されていない者が検査を行っていた。なお、いずれも契約書及び仕様書に基づく業務は履行
完了していた。 
 
１ 委託名称 消防設備機器点検 
 (1) 場  所 大阪市生野区勝山南３－１－４ 大阪府立桃谷高等学校 

(2) 契約期間 令和２年４月１日から令和３年３月 31日まで 
(3) 契約金額 235,400円 
(4) 完 了 日 令和２年 11月７日、令和３年１月 11日 
(5) 検 査 日 令和２年 11月７日（注）、令和３年１月 11日 
（注）11月分の検査は、検査員として指定された者が実施 

 
２ 工事名称 大阪府立桃谷高等学校東西館４階生徒会室・資料室改修工事（空調機設置） 
 (1) 場  所 東西館４階 生徒会室・資料室 

  (2) 契約期間 令和３年２月８日から令和３年３月19日 
(3) 契約金額 1,265,220円 
(4) 完 了 日 令和３年２月11日 
(5) 検 査 日 令和３年２月12日 

 
検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、

再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 
 

【地方自治法】 
（契約の履行の確保） 
第234条の２ 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他につい
ての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合にお

いては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところに
より、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完
了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合に
おいて行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の
確認を含む。）をするため必要な監督又は検査をしなければならな
い。 

 
【大阪府財務規則】 
（検査） 
第69条 
４ 契約局長若しくは契約担当者又はこれらの者が指定する職員
は、法第234条の２第１項の規定に基づき検査をしたときは、直ち
に検査調書（様式第36号）を作成しなければならない。（以下略） 

 
【大阪府財務規則の運用】 
第69条関係  

２ 規則第69条第２項による指定及び同条第４項に規定する職員の
指定は、決裁により行わなければならない。 

 
【会計事務の手引】 
第５章 契約 
第６節 契約の履行確認 
１ 履行確認の必要性 
３ 検査 
検査とは、契約の相手方の給付の完了について、その給付が契約
の内容どおり適正に行われているかどうかを確認するものです。

検査によって契約の履行を確認し、府の債務が確定するので、す
べての契約について行わねばなりません。 

 



 

 

 

公有財産台帳の登載誤り 

 監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 

 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
桃谷高等学校 

 
行政財産の使用許可について、公有財産台帳の更新を行っていないものがあった。 

 

 

種別 許可数量 目的 年間使用料 許可期間 

土地 自動販売機２台 自動販売機 1,650,110円 
（注） 

平30.４.１～令５.３.31 

（注） 使用期間の短縮に伴い令和３年３月31日をもって使用廃止しているが、公有財産台
帳では当初の許可期間のまま放置されていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
検出事項について、速やかに公有財産台帳を更新するとともに、大阪府公有財

産台帳等処理要領に基づき、適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

【大阪府公有財産規則】 
(使用状況の確認) 
第31条 部局長等は、その所管する行政財産の使用許可の内容について、知事
が別に定めるところにより公有財産台帳に登載し、毎年一回、その許可に係

る行政財産の使用の状況を実地について調査し、確認しなければならない。 
 
【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（使用許可、貸付又は使用承認の状況） 

第19条 部局長等は、使用許可、貸付又は使用承認を行ったときは、システム
を用いて使用許可、貸付又は使用承認の情報を当該年度に登録するものとす
る。 

２ 登録した使用許可、貸付又は使用承認の状況に異動があったときは、シス
テムを用いて異動登録を行うものとする。 



 

 

 

行政財産使用許可変更手続の不備及び公有財産台帳の登載誤り 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 

桃谷高等学校 

 

行政財産の使用許可について、令和２年度の途中において、使用者から許可数量の変

更に伴う行政財産使用許可変更申請書の提出があり、これに伴う行政財産使用変更許可

書（電話柱５本を４本に変更のみ記載）を交付したが、許可数量の変更に伴い年間使用

料が変更になるにもかかわらず、同変更許可書に変更後の年間使用料が記載されていな

かった。 

また、変更のあった年間使用料について、公有財産台帳の更新登録が行われていなか

った。 

 

 

種別 許可数量 目的 年間使用料 許可期間 

土地 

電話柱４本 

電柱・支線・マン
ホール・地下管路 

 
（注） 

209,020円 
 

令２.４.１～令４.３.31 
支線１条 

マンホール１個 

地下管路１本 

（注） 公有財産台帳では年間使用料が変更前の「210,520円」のまま放置されていた。 
    なお、令和３年度における年間使用料は令和２年度中に変更後の額で収納されて

いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

検出事項について、大阪府公有財産台帳等処理要領等に基づき、速やかに変更

後の年間使用料を通知するとともに、公有財産台帳に異動登録を行うなど、必要

な是正措置を講じられたい。 

 

【行政財産使用料条例】 

(還付) 

第５条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

 
【大阪府公有財産規則】 
（使用状況の確認） 
第31条 部局長等は、その所管する行政財産の使用の許可の内容について、知
事が別に定めるところにより公有財産台帳に登載し、毎年一回、その許可に
係る行政財産の使用の状況を実地について調査し、確認しなければならない。 

 
【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
(使用許可、貸付又は使用承認の状況) 
第19条 部局長等は、使用許可、貸付又は使用承認を行ったときは、システム
を用いて使用許可、貸付又は使用承認の情報を当該年度に登録するものとす

る。 
２ 登録した使用許可、貸付又は使用承認の状況に異動があったときは、シス
テムを用いて異動登録を行うものとする。 

 
【公有財産事務の手引】 

第３章 公有財産の管理事務 

第７節 使用許可 

第４ 使用料 

６ 使用料の還付、追徴 

(1) 使用料の還付 

徴収した使用料は還付しないのを原則とする（使用料条例§５本文）。ただ

し、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる（使 

用料条例§５ただし書き）。 

したがって、「特別の理由があるとき」の意味が問題となるが、以下のよう

に処理するものとする。 

＜使用料を還付するのが妥当である場合＞ 

・府の事情により使用許可を取り消した場合 



 

 

 

 監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 

 
 
 

・府の事情により使用許可を変更したため、使用許可物件の数量が減少した 

場合。 

＜使用料を還付するのが妥当でない場合＞ 

・相手方の事情により使用許可を取り消した場合又は変更した場合 

（例） 相手方からの申し出、相手方の許可条件違反、相手方の著しい不正・

不信行為等のため使用許可を取り消した場合 

 

【行政財産使用許可書】 
第10 使用者は、物件の修繕その他の管理上必要な行為をし、または許可 
内容の全部若しくは一部の変更を求めようとするときは、事前に書面で申 
し出て、知事（又は大阪府公有財産規則第３条により委任を受けた者）（以 

下「許可者」という。）の承認を受けなければならない。 
 



 

 

 

経費支出手続の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
千里高等学校 

 
雑誌の年間購読（雑誌の購入）に伴う経費の支出について、価格改定により必要

となる増額の経費支出変更伺いの決裁が、年間最終の雑誌納品後（出納整理期間）
に行われていた。 
 
契約名称 雑誌購読 
１ 契 約 期 間 令和２年４月１日から令和３年３月31日まで 
２ 契 約 金 額 54,316円 

３ 完 了 日（最終納品日） 令和３年３月５日 
４ 検 査 日 令和３年３月５日 
５ 経費支出変更伺書の決裁日 令和３年４月14日 
６ 変 更 増 額 1,240円 
 
 

 
検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に

向け必要な措置を講じられたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【大阪府財務規則】 
（支出負担行為） 
第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行為に関する事務を委任された
者は、予算の範囲内であることを確認した上で支出負担行為をしなければなら
ない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支出伺書（様式第29号
の２）を作成の上、これを行わなければならない｡ただし、知事が別に定める
場合は、この限りでない。 

 
【大阪府財務規則の運用】 
第39条関係 
２ システムにより経費支出伺書を作成する範囲及び時期は、次のとおりとす
る。 

(2) 経費支出伺書を作成する時期 
ア 競争入札の方法により契約を締結するもの 
契約の相手方及び契約金額が明らかになったとき 
イ ア以外のもの 
経費支出の相手方又は内容及び支出金額又は支出限度額を決定するとき。 



 

 

 

契約手続及び履行確認の不備 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
生野高等学校 
 
 

 

産業廃棄物収集運搬処分業務委託について、処分量の増加に伴い変更契約（経費

支出変更伺い及び変更契約書の作成）をする必要があったが、契約金額の増額に伴

う経費支出変更伺いの決裁を業務完了後に行っていた。 

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令において、委託契約は、書面に

より行うこととされているが、変更契約に伴う契約書が作成されていなかった。 

 

契約名称 産業廃棄物収集運搬処分業務委託 

 １ 場 所 松原市新堂１丁目 552番地（生野高等学校） 

２ 契 約 期 間  令和２年６月１日から令和２年８月 31日まで 

３ 契 約 金 額 284,900円 

４ 完 了 日 令和２年６月 12日 

５ 検 査 日 令和２年６月 12日 

６ 経費支出変更伺書の決裁日 令和２年７月９日 

７ 変 更 増 額 55,000円 

 

 
検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に

向け必要な措置を講じられたい。 
 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】 
（事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準） 
第６条の２ 法第12条第６項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 
四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項につ

いての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。 
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場
所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設
の処理能力 

ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物
が法第15条の４の５第１項の許可を受けて輸入された廃棄物であるとき
は、その旨 

ホ 産業廃棄物の処分（最終処分（法第12条第５項に規定する最終処分をい
う。以下同じ。）を除く。）を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終
処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能
力 

ヘ その他環境省令で定める事項 
 

【大阪府財務規則】 

（支出負担行為） 
第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行為に関する事務を委任された
者は、予算の範囲内であることを確認した上で支出負担行為をしなければな
らない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支出伺書（様式第29
号の２）を作成の上、これを行わなければならない｡ただし、知事が別に定め
る場合は、この限りでない。 

（契約書の作成） 
第64条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記
載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によ

り該当のない事項については、この限りでない。 
 (11) 契約の変更及び解除 
 
【大阪府財務規則の運用】 
第39条関係 



 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 

２ システムにより経費支出伺書を作成する範囲及び時期は、次のとおりとす
る。 
(2) 経費支出伺書を作成する時期 
ア 競争入札の方法により契約を締結するもの 

契約の相手方及び契約金額が明らかになったとき 
イ ア以外のもの 

経費支出の相手方又は内容及び支出金額又は支出限度額を決定すると
き。 

第64条関係 
 府が契約を締結しようとするときは、原則として契約書を作成しなければな
らない。 

 なお、政府契約の支払遅延防止等に関する法律、建設業法又は廃棄物の処理
及び清掃に関する法律の適用を受ける契約について契約書を作成するときは、
各法に定める事項を記載しなければならない。 

 



 

 

 

経費支出手続の不備及び資産と費用の区分誤り 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
岸和田高等学校 

 
「食堂厨房室コンセント増設工事（47,300円）」において、２点の不備

があった。 
 

１ 地方自治法施行令第150条第１項第３号及び大阪府財務規則第９条
第２項によれば、目節の区分に従って歳入歳出予算を執行することと
されているが、工事請負費で支出すべきところ、維持需用費として支
出されていた。 

 

【支出科目（誤）】 【支出科目（正）】 

（款）教育費 
（項）高等学校費 
（目）学校管理費 
（節）需用費 
（細節）維持需用費 
 

（款）教育費 
（項）高等学校費 
（目）学校管理費 
（節）工事請負費 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
２ 上記工事については、資産として公有財産台帳に登載する必要があ
るが、資産ではなく費用として処理した結果、公有財産台帳に登載さ
れておらず、財務諸表上の費用が過大に、固定資産が過少となってい
た。 

 
 

 
 
 
 
１ 検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要
な措置を講じられたい。 

 

【地方自治法施行令】 

（予算の執行及び事故繰越し） 
第150条 普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続と
して定めなければならない。 
三 歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従って歳入歳
出予算を執行すること。 

 
【大阪府財務規則】 
（歳入歳出予算の款項目節の区分） 
第９条 
２ 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）別記
に掲げる歳出予算に係る節の区分のとおりとする。 

 
【会計事務の手引】 

第４章 支出 
第９節 節の説明及び事務手続上の留意点 

14 工事請負費 

工事請負費は、土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転及び
除却の工事等に要する経費で、工事請負契約により行うものをいいます。 

 
２ 速やかに公有財産台帳に登録するとともに、今後は大阪府公有財産台帳等処理要領に基づ
き適正な事務処理を行われたい。 
 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（台帳の取得登録） 

第４条 財産を取得した場合は、システムを用いて取得登録を行うものとする。なお、

登録を行う際の取得事由は、別表２「異動理由表」のとおりとする。 

２ 取得した財産については、次の各号に掲げる日を取得年月日及び異動年月日とする。 

(1)財産の買入れ、交換等による所有権の取得については、その所有権の取得の日。 

(2)建物等の新築等は、工事完了による引渡しの日。なお、土地を除くインフラ資産は
供用開始日。 

 



 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 

（台帳価格） 
第12条 台帳に登録する取得価額（一円に満たない場合は一円とする。）は、次の各号に
よるものとする。 
(1)当該財産の取得原価とする。なお、取得原価は、別表４「固定資産計上基準表」の
とおりとする。 

 
「別表４ 固定資産計上基準表」 
（固定資産計上の基本方針） 
１．取得時点での取引価格（購入代価等）だけではなく、その財産を取得するために要し
た付随的支出（詳細設計費など）も含めて資産として計上する。 

 
 



 

 

 

公有財産台帳の登載誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和４年１月18日） 
 

 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
だいせん聴覚高等
支援学校 

 
行政財産の使用許可について、公有財産台帳の更新を行っていないものがあった。 
 

種別 許可数量 目的 年間使用料 許可期間 

土地 9.04㎡ 備蓄倉庫設置 免除 
（注） 

令3.4.1～令8.3.31 

（注）公有財産台帳では許可期間が、「平28.4.1～令3.3.31」のまま放置されていた。 
 

 

 
 検出事項について、速やかに公有財産台帳に登録するとともに、大
阪府公有財産台帳等処理要領に基づき、適正な事務処理を行われた
い。 
 
 

【大阪府公有財産規則】 
(使用状況の確認) 

第31条 部局長等は、その所管する行政財産の使用の許可の内容に
ついて、知事が別に定めるところにより公有財産台帳に登載し、
毎年一回、その許可に係る行政財産の使用の状況を実地について
調査し、確認しなければならない。 

 
【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（使用許可、貸付又は使用承認の状況） 
第19条 部局長等は、使用許可、貸付又は使用承認を行ったときは、
システムを用いて使用許可、貸付又は使用承認の情報を当該年度
に登録するものとする。 

２ 登録した使用許可、貸付又は使用承認の状況に異動があったと
きは、システムを用いて異動登録を行うものとする。 

 



 

 

 

建設仮勘定の精算事務の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和４年１月18日） 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
だいせん聴覚高等
支援学校 

 
 令和２年度の財務諸表（貸借対照表）において、建設仮勘定に計上されている下記の
内容を確認したところ、工事が完了し、供用が開始されているにもかかわらず、建設仮
勘定に計上されたままとなっていた。 

年度 契約件名 契約金額 未精算額 

平成31年度 管理教室棟女子トイレ改修工事 2,435,950円 2,435,950円 

令和２年度 
実習棟３階ライフサポート科教員室
他空調設備設置工事 

2,409,000円 2,409,000円 

令和２年度 
ＧＩＧＡスクール構想に係るＬＡＮ
工事 

1,925,550円 1,925,550円 

 

 
 当該建設仮勘定の金額については、精算等の処理を速やかに実施されたい。 
 また、建設仮勘定の精算処理等について正しく理解し、適正な事務処理を行わ
れたい。 
 

 

【大阪府財務諸表作成基準】 
（固定資産の分類及び計上） 
第15条 固定資産の計上は次のとおりとする。 

(7)建設仮勘定 
   行政活動の用に供する固定資産を取得する場合における支出及びその

付随的支出を、資産が完成するまでの間、一時的に計上する。 
 
【建設仮勘定取扱要領】 
（建設仮勘定の精算） 
第４条 建設仮勘定は、公有財産要領第４条及び第５条に規定する取得年月
日又は異動年月日をもって精算しなければならない。 

２ 前項に規定する精算と併せて、本資産勘定の額と同額の財産を公有財産
台帳に登録しなければならない。 

 
【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（台帳の異動登録） 

第５条 
２ 異動した財産については、次の各号に掲げる日を異動年月日とする。ま

た、第１号（府以外からの取得の場合に限る。）及び第３号の場合におい
ては、併せて取得年月日を登録する。 

(3)建物等の増改築等は、工事完了による引渡しの日。なお、土地を除くイ
ンフラ資産の増改築等は、供用開始日。 

 
 



 

 

 

時間外等勤務実績の登録・確認の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
摂津支援学校 

 
職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績の

入力を行い、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤務実績の入力漏れ
がないか確認しなければならないが、ともに当該行為を怠ったため、時間外勤務手当が支給
されていないものが１件あった。 
 

職員 事実発生時期 延べ件数 

Ａ 令和３年１月 １件 

 

 
検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、職員に対し、時

間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務の実績を入力するよう周知
徹底し、直接監督責任者による確認を徹底することなどを通じ、適切な服務
管理を行われたい。 



 

 

 

通勤手当の誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
西浦支援学校 

 
 通勤手当について、適切な処理が行われていないものが２件あった。 
 
１ 病気休暇により勤務実績のない月が発生したにもかかわらず、精算事務が行
われていないものがあった。 

  

職員 支給対象期間 既支給額 正規支給額 
過払額 

（戻入すべき額） 

Ａ 
令和２年10月から
令和３年３月まで 

（注１） 
78,790円 

70,990円 7,800円 

（注１）勤務実績のない令和３年１月分（7,800円）を戻入すべきところ、精算事

務が行われておらず、過払額が生じていた。 
 
２ 病気休暇から復職した後の勤務月分の通勤手当の支給が行われていないもの
があった。 

 

職員 支給対象期間 既支給額 正規支給額 
未払額 

（追給すべき額） 

Ｂ 
令和２年12月から 
令和３年３月まで 

（注２） 
０円 

28,400円 28,400円 

（注２）病気休暇の承認が、通勤手当が支給される10月（支給対象期間：令和２年
10月～令和３年３月）より前に行われたため、通勤手当が支給されていなかっ
た。 

 
 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、その原因を確認し、所属
のチェック体制の強化や通勤手当に関するルールの周知徹底を図ることなどによ
り、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【職員の給与に関する条例】 
（通勤手当） 
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 
２ 通勤手当の額は、６箇月を超えない範囲内で、月の１日からその月以後の月

の末日までの期間として人事委員会規則で定める期間（以下「支給対象期間」と
いう。）につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額と
する。 

 
【職員の通勤手当に関する規則】 
（支給対象期間） 
第４条 条例第14条第２項に規定する支給対象期間は、人事委員会が定める日以
降６箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給対象期間は、人事委
員会が定める。 

（支給方法等） 
第18条 条例第14条第１項の職員に対する通勤手当は、その者の支給対象期間の
初日の属する月の給料の支給日に支給する。（以下略） 

第20条 条例第14条第１項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の
１日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、そ
の月に係る通勤手当は支給しない。（以下略） 

 
【職員の通勤手当に関する規則の運用について（通知）】 
第４条関係 
１ 人事委員会が定める日は、毎年度４月１日及び10月１日とする。 
第20条関係 
１ 支給対象期間に係る通勤手当を既に支給している場合において、この条に規
定する事実が生じたときは、既に支給している通勤手当の額から次の各号に掲
げる額を差し引いた額をもって当該支給対象期間に係る通勤手当の額とする。 

 （１）１箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下であった場合には、アから
ウの総額  

ア 定期券により運賃等相当額を算出している場合には、当該月の前月の末日に
運賃等相当額を算出する際に基準とした通用期間の定期券を解約して返戻され
る額及び通用期間が到来していない定期券の価額の総額 

 



 

 

 

公有財産台帳の登載誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
東警察署 

 
 借用財産について、公有財産台帳の更新を正しく行っていないものがあった。 
 

 

種別 所在地 借用数量 借用目的 
年間 
借用料 

借用期間 

土地 
大阪市中央区
本町1-3-18 

１基 案内表示板 無償 
（注） 

H28.４.１～R３.３.31 

 

※（注）公有財産台帳では、借用期間が「H19.２.16～H23.３.31」と誤った入力となっていた。 
 

 
 検出事項について、速やかに公有財産台帳を更新するとともに、大
阪府公有財産台帳等処理要領等に基づき、適正な事務処理を行われた
い。 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（借用財産） 
第18条 部局長等は、所管事業にかかわる借地及び借家（借建物）

の契約等を行ったときは、借用財産としてシステムを用いて借用
登録を行うものとする。 

２ 登録した借用財産の状況に異動があったときは、システムを用
いて異動登録を行うものとする。 

 
【公有財産事務の手引】 

第２章 公有財産の取得 

 第３節 借用 

  府が行政遂行の手段として､他者の所有する財産を許可又は契
約（賃貸借契約､使用貸借契約）により借り受けることをいう。 

借用財産は、公有財産ではないが、公用又は公共用に供するた
めに借用する財産は公有財産と同様に管理する必要がある。その
用に供するために土地や建物を１年以上の期間借用する場合は、

公有財産台帳等管理システムに登録すること。 



 

 

 

決裁遅延 

  監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
南警察署 

 
経費支出伺書（支出負担行為）の決裁が、業務開始後に行われていた。 

 
契約名称：令和２年度における自動車燃料の購入に係る単価契約 
１ 契約期間：令和２年４月１日から令和３年３月31日 
２ 経費支出伺書の起案日：令和２年５月25日 
３ 経費支出伺書の決裁日：令和２年５月25日 
４ 支出負担行為額：7,948,710円 

 
検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止

に向け必要な措置を講じられたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【大阪府財務規則】 
（支出負担行為） 
第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行為に関する事務を委任さ
れた者は、予算の範囲内であることを確認した上で支出負担行為をしな

ければならない。 
２ 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支出伺書（様式
第29号の２）を作成の上、これを行わなければならない｡ただし、知事が
別に定める場合は、この限りでない。 

 
【大阪府財務規則の運用】 
第39条関係 
２ システムにより経費支出伺書を作成する範囲及び時期は、次のとおり
とする。 
(2) 経費支出伺書を作成する時期 
ア 競争入札の方法により契約を締結するもの 

契約の相手方及び契約金額が明らかになったとき 

イ ア以外のもの 
経費支出の相手方又は内容及び支出金額又は支出限度額を決定す

るとき。 
 



 

 

公有財産台帳の登載誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
鶴見警察署 

 
 借用財産について、公有財産台帳の更新を行っていないものがあった。 

 

種別 所在地 借用数量 借用目的 
年間 
借用料 

借用期間 

土地 
大阪市鶴見区
放出東３丁目
1521 

85.95㎡ 交番敷地 無償 
（注） 

R２.４.１～R７.３.31 

※（注）公有財産台帳では、借用期間が「H27.４.１～R２.３.31」のまま放置されていた。 
 

 
 検出事項について、速やかに公有財産台帳を更新するとともに、大
阪府公有財産台帳等処理要領等に基づき、適正な事務処理を行われた
い。 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（借用財産） 
第18条 部局長等は、所管事業にかかわる借地及び借家（借建物）

の契約等を行ったときは、借用財産としてシステムを用いて借用
登録を行うものとする。 

２ 登録した借用財産の状況に異動があったときは、システムを用
いて異動登録を行うものとする。 

 
【公有財産事務の手引】 

第２章 公有財産の取得 

 第３節 借用 

  府が行政遂行の手段として､他者の所有する財産を許可又は契
約（賃貸借契約､使用貸借契約）により借り受けることをいう。 

借用財産は、公有財産ではないが、公用又は公共用に供するた
めに借用する財産は公有財産と同様に管理する必要がある。その
用に供するために土地や建物を１年以上の期間借用する場合は、

公有財産台帳等管理システムに登録すること。 



 

 

決裁遅延 

  監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
阿倍野警察署 

 
自動車燃料の購入に係る単価契約について、経費支出伺書（支出負担行為）の変

更の起案決裁が、会計年度を過ぎた出納整理期間中に、起票日を令和３年３月31日
に遡る形で行われていた。 
 
契約名称：自動車燃料の購入に係る単価契約 
１ 契約期間：令和２年４月１日から令和３年３月31日 
２ 経費支出変更伺書の起案日：令和３年４月14日 

３ 経費支出変更伺書の決裁日：令和３年４月14日 
４ 支出負担行為変更額：26,629円 

 
検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止

に向け必要な措置を講じられたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【大阪府財務規則】 
（支出負担行為） 
第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行為に関する事務を委任さ
れた者は、予算の範囲内であることを確認した上で支出負担行為をしな

ければならない。 
２ 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支出伺書（様式
第29号の２）を作成の上、これを行わなければならない｡ただし、知事が
別に定める場合は、この限りでない。 

 
【大阪府財務規則の運用】 
第39条関係 
２ システムにより経費支出伺書を作成する範囲及び時期は、次のとおり
とする。 
(2) 経費支出伺書を作成する時期 
ア 競争入札の方法により契約を締結するもの 

契約の相手方及び契約金額が明らかになったとき 

イ ア以外のもの 
経費支出の相手方又は内容及び支出金額又は支出限度額を決定す

るとき。 
 



 

 

公有財産台帳の登載誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
豊中警察署 

 
 借用財産について、公有財産台帳の更新を行っていないものがあった。 

 

種別 所在地 借用数量 借用目的 
年間 
借用料 

借用期間 

土地 
豊中市本町３
丁目１－25 

15.24㎡ 
交番用バイ
ク・自転車置
き場敷地 

無償 
（注） 

H28.６.１～R69.12.31 

※（注）借用数量の変更契約を行っていたが、公有財産台帳では、借用数量「89.33㎡」、借用期
間「H21.１.26～R69.12.31」のまま放置されていた。 

 

 
 検出事項について、速やかに公有財産台帳を更新するとともに、大
阪府公有財産台帳等処理要領等に基づき、適正な事務処理を行われた
い。 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（借用財産） 
第18条 部局長等は、所管事業にかかわる借地及び借家（借建物）

の契約等を行ったときは、借用財産としてシステムを用いて借用
登録を行うものとする。 

２ 登録した借用財産の状況に異動があったときは、システムを用
いて異動登録を行うものとする。 

 
【公有財産事務の手引】 

第２章 公有財産の取得 

 第３節 借用 

  府が行政遂行の手段として､他者の所有する財産を許可又は契
約（賃貸借契約､使用貸借契約）により借り受けることをいう。 

借用財産は、公有財産ではないが、公用又は公共用に供するた
めに借用する財産は公有財産と同様に管理する必要がある。その
用に供するために土地や建物を１年以上の期間借用する場合は、

公有財産台帳等管理システムに登録すること。 



 

 

公有財産台帳の登載誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
羽曳野警察署 

 
 借用財産について、公有財産台帳の更新を正しく行っていないものがあった。 

 

種別 所在地 借用数量 借用目的 
年間 
借用料 

借用期間 

土地 
藤井寺市小山
６丁目 1189－
５ 

3.3㎡ 交番敷地 無償 
（注） 

H29.４.１～H29.７.10 

※（注）借用を終了していたが、公有財産台帳の異動登録では借用期間が「H29.４.１～R69.12.31」
と誤った入力となっていた。 

 

 
 検出事項について、速やかに公有財産台帳を更新するとともに、大
阪府公有財産台帳等処理要領等に基づき、適正な事務処理を行われた
い。 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（借用財産） 
第18条 部局長等は、所管事業にかかわる借地及び借家（借建物）

の契約等を行ったときは、借用財産としてシステムを用いて借用
登録を行うものとする。 

２ 登録した借用財産の状況に異動があったときは、システムを用
いて異動登録を行うものとする。 

 
【公有財産事務の手引】 

第２章 公有財産の取得 

 第３節 借用 

  府が行政遂行の手段として､他者の所有する財産を許可又は契
約（賃貸借契約､使用貸借契約）により借り受けることをいう。 

借用財産は、公有財産ではないが、公用又は公共用に供するた
めに借用する財産は公有財産と同様に管理する必要がある。その
用に供するために土地や建物を１年以上の期間借用する場合は、

公有財産台帳等管理システムに登録すること。 



 

 

 

公有財産台帳の登載誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
河内警察署 

 
借用財産について、公有財産台帳に登録を行っていないものがあった。 

 

種別 所在地 借用数量 借用目的 
借用料
（年額） 

借用期間 

土地 
東大阪市 
稲葉１丁目 
６２７－４ 

602.9㎡ 
河内別館
敷地 

無償 
S48.12.１～
R69.12.31 

※ 警察本部施設課所管の際には、公有財産台帳への借用財産の登録をおこなって
いた。R２.４.１付で河内警察署へ所属替えされ、公有財産台帳の借用財産の登
録も引継がれていたが、その際、誤って借用財産の登録が削除されていた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
検出事項について、速やかに公有財産台帳に登録するとともに、大阪府公有財

産台帳等処理要領に基づき、適正な事務処理を行われたい。 
 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

（借用財産） 

第18条 部局長等は、所管事業にかかわる借地及び借家（借建物）の契約等を行
ったときは、借用財産としてシステムを用いて借用登録を行うものとする。 

２ 登録した借用財産の状況に異動があったときは、システムを用いて異動登
録を行うものとする。 

 
【公有財産事務の手引】 
第２章 公有財産の取得 
第３節 借用 

  府が行政遂行の手段として、他者の所有する財産を許可又は契約（賃貸借契
約、使用貸借契約）により借り受けることをいう。 
借用財産は、公有財産ではないが、公用又は公共用に供するために借用する

財産は公有財産と同様に管理する必要がある。その用に供するために土地や
建物を１年以上の期間借用する場合は、公有財産台帳等管理システムに登録
すること。 

 



 

 

 

行政財産使用許可等の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
河内警察署 

 
行政財産の使用許可について、２点の不備があった。 
 

１ 行政財産使用許可書に誤った許可数量を記載していた。 
 
許可内容 

 種別 許可数量 目的 年間使用料 許可期間 

誤 工作物 
交通信号機

11本 

防犯カメラ

及び広報板 
免除 

R１.10.１ ～ 

R６.３.31 

正 工作物 
交通信号機

12本 
防犯カメラ
及び広報板 

免除 
R１.10.１ ～ 
R６.３.31 

 
 
２ 上記使用許可後、当該行政財産の使用を許可された者から、行政財産目的外使用
廃止届により一部廃止の申出があり、本来、行政財産使用許可変更申請書に補正を
求めた上で行政財産使用変更許可書を交付すべきところ、誤って行政財産使用許可
取消書を交付していた。 

 
 
 
１ 検出事項について、速やかに是正措置を行われたい。 

また、検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再
発防止に向け必要な措置を講じられたい。 

 
 

 
 
 
 
 
２ 検出事項について、速やかに是正措置を行われたい。 

また、今後は行政財産の使用許可の手続について、法令等に基づき、適正な事
務処理を行われたい。 

 

【公有財産事務の手引】 
第３章 公有財産の管理事務 
第７節 使用許可 

第７ 使用許可の変更 

使用許可を受けた物件の名称、所在場所、構造、数量（面積）、使用期間、
使用料及び利用目的を当初の使用許可との同一性を失わせることなく変更
する場合をいう。 

たとえば、当初、電柱３本を許可したが、後に１本を追加した場合、同一
敷地内において設置場所を移動した場合、木柱をコンクリート柱に立て替え
た場合等である。 

 



 

 

 

決裁遅延 

  監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 

 
四條畷警察署 

 
自動車修繕の契約について、経費支出伺書（支出負担行為）の変更の起案決裁が、

会計年度を過ぎた出納整理期間中に、起票日を令和３年３月31日に遡る形で行われ
ていた。 
 
契約名称：自動車修繕 
１ 契約期間：令和２年４月１日から令和３年３月31日 
２ 経費支出変更伺書の起案日：令和３年４月12日 

３ 経費支出変更伺書の決裁日：令和３年４月12日 
４ 支出負担行為変更額：4,000円 

 
検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止

に向け必要な措置を講じられたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【大阪府財務規則】 
（支出負担行為） 
第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行為に関する事務を委任さ
れた者は、予算の範囲内であることを確認した上で支出負担行為をしな

ければならない。 
２ 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支出伺書（様式
第29号の２）を作成の上、これを行わなければならない｡ただし、知事が
別に定める場合は、この限りでない。 

 
【大阪府財務規則の運用】 
第39条関係 
２ システムにより経費支出伺書を作成する範囲及び時期は、次のとおり
とする。 
(2) 経費支出伺書を作成する時期 
ア 競争入札の方法により契約を締結するもの 

契約の相手方及び契約金額が明らかになったとき 

イ ア以外のもの 
経費支出の相手方又は内容及び支出金額又は支出限度額を決定す

るとき。 
 


